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第１回（R.9.6）の振り返りと今後の対応について



３
医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ（令和２年12月22日）より抜粋

第１回（R４.9.6）の振り返り



医師の働き方改革部会

医療審議会

◆実質的議論を行う場
・特例水準申請に向けた前捌き
・県内医療機関の働き方改革の方針
・医師の業務タスクシフト・シェア
・医療機関へのIoT導入支援 等

医療対策協議会 等

第１回（R4.９.６）の振り返り

◆意見聴取（諮問）

◆地域の医師の確保の議論との整合性を確認
◆特例水準申請（Ｃ１水準）に関する議論

4R4.9.6 第１回神奈川県医療対策協議会 資料



第１回（R4.9.6）の振り返り（議事録抜粋）

（会⾧）
未回答の医療機関の状況も把握しながら、正確な情報にいただきたいと思います。
今後、Ｂ連携やＢ水準の検討は、地域医療対策協議会等の適切な場とされ、地域
の医師確保について整合性を確保する必要がある一方で、地域の医療を提供体制
については、地域医療構想との整合性の確認が必要とされておりますが、事務局
からありますでしょうか。

（事務局）
地域医療構想との整合性を合わせる必要があると認識しております。現在、2024
年の施行に向け、厚生労働省が複数回にわたり、地域医療への影響について調査
を行っております。調査結果等を踏まえ、医療審議会、保健医療計画推進会議及
び医療対策協議会での議論を踏まえ、再検討させていただきます。
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医療審議会への諮問プロセス（当初案）

➢ 特例水準ごとに、医療審議会への諮問のプロセスを個別に設定する。
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医療審議会

医療対策協議会

Ｂ、連携Ｂ水準 Ｃ－１水準

医療審議会

Ｃ－２水準

水
準 B・連携B水準 Cー１水準 Cー２水準

特
例
承
認
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス

医療審議会

医療対策協議会 保健医療計画

推進会議

医療審議会

医療対策協議会

医療審議会

国・学会等による確認

国による確認

地域医療構想
調整会議

R4 R5 （申請受付、会議のスケジュール等は早まる可能性あり）

11,12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

医対協、
保医推、
医療審

医対協 保医推 医対協、
保医推

医療審 医対協、
保医推

医療審

第１回申請受付（早くて２月～） 第２回申請受付

令和４年10月14日 医療審議会 資料



医療審議会（10/14）の振り返り（議事録抜粋）

（委員）
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そこで、西海課長から今説明があったように、スライドの５ページの「4.検討体制」ですけれど、医療
審議会の前捌きとして、私も医療対策協議会を取りまとめる立場になるかと思うのですが、その点に関
して確認させてください。
表の真ん中のＣ－１の水準については、臨床研修や専門研修との関係が深いので、医療対策協議会で
しっかりと協議させていただきたいと思っております。
一方で、表の左側、Ｂ水準・連携Ｂ水準については、地域医療構想調整会議の議論との整合性というと
抽象的な表現ですが、具体的には、働き方改革を進めることで、これまでできていた医師確保がままな
らなくなって、救急の一部返上や診療科の一部ができなくなってしまうなど、地域の医療提供体制に確
実に影響が及ぶということが想定されます。
仮に、影響があったとしても、地域の中でできる限り支障がないようにするためには、医療機関同士が
救急の輪番、或いは診療科目で、役割分担をこれまで以上に進めていくということが必要になるかと、
その地域の医療体制であるべき姿を実現していくことが、重要になってくるかと思います。
そのためには、点線で囲まれた保健医療計画推進会議と、特に地域医療構想調整会議において、しっか
りと協議していただく必要があるかと思います。



➡令和４年11月～12月に、県から県内医療機関あて調査
を行う予定です。御協力をお願いします。
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地域医療構想調整会議等における調整

○各医療機関がどの水準を目指しているかについて、令和４年
11月～12月にかけて、県は意向の把握を行います。

○把握した内容については、地域医療提供体制への影響の観点か
ら、地域医療構想調整会議等で適宜議論することを検討中です。

○場合により、議論の内容を踏まえ、目指す水準について再検討
していただく必要が生じる可能性があります。

令和４年度 医療従事者等の勤務環境
改善のためのオンラインセミナー資料



神奈川県 医師の働き方改革ウェブ調査
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期間：令和４年12月～令和５年９月（暫定）

対象：県内医療機関

回答時期：月１回（毎月14日までに現況を入力）

回答方法：下記マイページから回答フォームへアクセスし、入力。

（ID及びパスワードは、対象医療機関あて、11月29日以降にメールまたは郵送により通知）

○「神奈川県 医師の働き方改革ウェブ調査」マイページURL（※全医療機関共通）

https://3ce11065.viewer.kintoneapp.com/public/49ae0802b40ff2583b3eb5670df1f6137f39aeb824b36e4c858895062b673be7#
/
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今後のスケジュール
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特例水準指定に向けたステップと期限

令和５年４月末

評価センター
(受託者:
日本医師会)
受審開始
期限

令和４年10月～
令和５年3月

宿日直許可取得※
↓

時短計画作成

令和５年８月末

県へ
特例水準申請

期限

令和６年４月～

時間外労働
上限規制開始

※宿日直許可を取る場合は、時短
計画作成への影響を考慮し、
令和４年12月末までに
申請をお願いします。

○評価センターの審査に４か月以上かかるおそれがあることや、
医療審議会における指定承認に係る手続き等を踏まえ、
指定に向けたスケジュールを整理しました。



R4 R5

７～９ 10～12 １～３ ４～６ ７～９ 10～12 １～３

①医療機関

②評価センター

③勤改センター
(事務局)

(アドバイザー)

④医療審議会

法
施
行

評価結果通知（提出から最短４か
月）

R5
10
月

指定申請受付・内容審査等 関係会議で
整合性確認

指定
公示

宿日直許可取得支援を集中的に

時短計画作成支援を集中的に

評価センターからの評価に基づく支援

意見
聴取

令和６年４月までのスケジュール（神奈川県）

宿日直許可申請 R4.12月末まで

時短計画案の作成 R5.3月末まで

評価Cへ計画提出 R5.4月末まで

指定申請 R5.8月末まで

36協
定の
締結

アンケート解析・状況把握等

８月末
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説明は以上です。

14


